
研修10

公平委員会に関する事項12

②営利企業等従事制限に係る許可の状況（令和6年度）
申請件数 承認件数 事由

23件 23件 地域の共同活動組織、全国家計構造調査指
導員など

イ　特別研修

名称 受講者数（人）
接遇研修 52
公務員倫理研修 76
ハラスメント入門研修 66
女性活躍推進研修 64
係長研修 63
指導担当者研修 36
面接試験技法研修 21
精神・発達障害者しごとサポーター養成講座 67

　各行政分野において職務遂行能力や技術を高め、より高度で新しい
専門的知識を習得するために行う研修です。

ウ　派遣研修

名称 受講者数（人）
自治大学校 4
市町村職員中央研修所 21
千葉県自治研修センター 89
印旛郡市広域市町村圏事務組合 135

　専門的な内容について効率的な研修を実施するため、外部研修機関
などに職員を派遣して実施する研修です。

①実施状況（令和6年度）
ア　一般研修

名称 受講者数（人）
新規採用職員第1次研修 55
新規採用職員第2次研修 33
中級職員研修 46

　同じ階層に属する職員に共通の研修内容を一定の場所で一時期に行
う集合研修です。多数の職員が知識を体系的に学び、相互啓発の機会
が得られ、市の実情に応じた研修ができるものです。

福祉と利益の保護11

③公務災害補償の状況
　職員が公務上の災害（負傷、疾病、障がいまたは死亡）または通勤中
の災害を受けた場合に、その災害によって生じた損害を補償し、必要
な福祉事業を行うことにより、被災職員とその家族の生活の安定、福
祉の向上に寄与することを目的とします。補償の種類には、療養補償、
休業補償、傷病補償年金、障害補償、介護補償、遺族補償、葬祭補償
などがあります。
　令和6年度の認定件数は、14件（公務災害12件、通勤災害2件）でした。

②安全衛生管理の状況（令和6年度）
　職員の健康の保持増進のため、労働安全衛生法に基づく定期健康診
断などを行っています。

名称 受診者・受講者数（人）
定期健康診断 633

腰痛・頸
けい

肩腕障害検診 5
B型肝炎予防接種 (延べ)36
ストレスチェック 1,606
健康管理講習会 169

①福利厚生制度の状況

イ　職員互助会
　職員の厚生制度は、地方公務員法において職員の福利厚生について
計画し、実施することが義務付けられていることから、本市では成田
市職員互助会が市に代わり、職員の保健、元気回復、そのほか厚生に
関する事業を行っています。その費用は職員の掛け金と市の補助金で
賄われていて、令和6年度の職員互助会歳出決算額は25,757,199円で、
市からの補助金は8,460,500円でした。

ア　共済組合
　職員の共済制度は、地方公務員等共済組合法に基づき、千葉県市町
村職員共済組合が行っています。その費用は職員の掛け金と市の負担
金で賄われていて、その内容は、短期給付事業（健康保険関係）、長期
給付事業（年金保険関係）、福祉事業（健康診査事業など）です。

　地方公務員法は、職員の福利厚生を図る制度として、共済制度（地方
公務員法第43条）、厚生制度（地方公務員法第42条）を定め、また、こ
れらとは別に公務災害補償制度（地方公務員法第45条）を定めています。

服務8
①服務規律の確保に関する取り組み（令和6年度）

時期 内容 発信者
令和6年6月 職員の綱紀保持の徹底について 副市長
令和6年12月 職員の綱紀保持の徹底について 副市長

※くわしくは人事課（☎20-1505）へ。

区分 件数
勤務条件に関する措置の要求 0
不利益処分についての審査請求 0

　令和6年度に職員が公平委員会に対し行った勤務条件に関する措置の
要求と不利益処分についての審査請求は次の通りです。

退職管理9
　地方公務員法では、再就職した元職員による働き掛けの規制などが
規定されています。本市においても、再就職情報の届け出などを定め
た成田市職員の退職管理に関する条例を制定し、職員の退職管理の適
正を確保する取り組みを行っています。
　在職時に部長級・課長職に就いていた元職員から
届け出のあった再就職情報の件数は、5件（令和5年度
と令和6年度退職者を合わせた件数）です。
　退職管理の状況については、市ホームページでも
公表しています。

名称 受講者数（人）
国土交通大学校 1
全国建設研修センター 12
消防大学校 5
千葉県消防学校 19
救急救命研修所 1
千葉県派遣研修 1
観光庁派遣研修 1
内閣府派遣研修 2
消防庁派遣研修 1
各課専門実務研修 247

横組みページのため21ページから読んでください

市ホームページ
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ウ　育児短時間勤務の取得状況（令和6年度）

男性職員 女性職員 合計
2（1）人 17（5）人 19（6）人

（　）内の数は、令和6年度において新たに承認を受けた職員の人数です。

勤務時間や勤務条件5

イ　年次有給休暇の取得状況
対象職員数A 総付与日数B 総取得日数C 平均取得数C/A 消化率C/B

788人 28,955日 11,476日 14.6日 39.6％

対象職員数とは、令和6年4月1日〜7年3月31日の全期間を在職した市
長事務部局の職員をいい、当該期間中に中途に採用された者・退職し
た者・育児休業または休職などの事由のある職員を除きます。
総付与日数とは、令和6年4月1日時点において各職員に付与された日
数（前年からの繰越日数を含む）を合計したものです。

②休暇など
ア　種類
種類 内容

年次有給
休暇

1年度ごとに20日付与されます。残日数は翌年度に限り繰
り越すことができます。

病気休暇 負傷または疾病のため療養する必要があり、勤務しないこ
とがやむを得ないと認められる場合に承認される休暇です。

特別休暇 特別な事由により、職員が勤務しないことが相当である
場合に承認される休暇です。

介護休暇 配偶者または2親等以内の親族などの介護をするため、勤務し
ないことが相当であると認められる場合に承認される休暇です。

育児短時間
勤務

職員が小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため
に、承認を受けて短時間勤務をすることができます。

①勤務時間

勤務時間 休憩時間
午前8時30分〜午後5時15分 正午〜午後1時

公務の運営上の事由により特別の勤務形態によって勤務する必要のあ
る職員(消防職員など)は、特別の勤務時間の割り振りを定めています。

　職員の勤務時間は原則として次の通りです。

分限処分と懲戒処分7

②懲戒処分（令和6年度）
種類 免職 停職 減給 戒告

職員数（人） 0 0 1 0
懲戒処分とは、職員の一定の義務違反に対する道義的責任を問うための
処分で、公務における規律と秩序を維持することを目的としてなされます。

①分限処分（令和6年度）
種類 降任 免職 休職 降給

職員数（人） 0 0 31 0
分限処分とは、職員がその職責を十分に果たすことができない場合に
行う処分で、公務能率の維持を目的としてなされます。

特別職の報酬など4
　特別職の給料、議員の報酬の月額は成田市特別職報酬等審議会の答
申を受けて、特別職の職員の給与に関する条例などで次の通り定めら
れています。現在の報酬などの月額は平成10年4月1日（市長は平成6
年4月1日）から適用されています。

区分 報酬などの月額 期末手当
市　長 930,000円
副市長 800,000円
教育長 740,000円
議　長 530,000円
副議長 490,000円
議　員 470,000円

  （令和7年度支給割合）
6月期 2.30月分

12月期 2.30月分
合計 4.60月分

（令和7年4月1日現在）

休業6
①種類
種類 内容

育児休業 3歳未満の子を養育するために、承認を受けて職務に従
事しないことができます。

配偶者同行
休業

外国での勤務などを行う配偶者と生活を共にするため、
承認を受けて職務に従事しないことができます。

自己啓発等
休業

公務の運営に支障がなく公務に関する能力の向上に資す
ると認められる場合に、大学等課程の履修などのため、
承認を受けて職務に従事しないことができます。

部分休業
小学校就学の始期に達するまでの子を養育するために、
承認を受けて勤務時間の一部について勤務しないことが
できます。

修学部分
休業

公務の運営に支障がなく公務に関する能力の向上に資す
ると認められる場合に、大学その他の教育施設における
修学のため、承認を受けて勤務時間の一部について勤務
しないことができます。

②取得状況（令和6年度）
ア 育児休業

職員別 男性職員 女性職員 合計
取得した人 45（37）人 24（24）人 69（61）人

新たに取得可能
となった人 38人 24人 62人

平均取得月数 3.6月 16.0月 8.5月

イ 部分休業
職員別 男性職員 女性職員 合計

取得した人 4（1）人 50（23）人 54（24）人

（　）内の数は、令和6年度において新たに承認を受けた職員の人数です。
配偶者同行休業と自己啓発等休業については実績がありませんでした。

ウ 修学部分休業
職員別 男性職員 女性職員 合計

取得した人 0（0）人 1（1）人 1（1）人

市役所の外観

広報なりた 2025.12.15　☎／市外局番の記載のないものは「0476」です広報なりた 2025.12.15　☎／市外局番の記載のないものは「0476」です19



②給与費（令和7年度一般会計当初予算）
職員数
A

給与費 1人当たりの
給与額（B/A）給料 職員手当 期末・勤勉手当 計B

1,247人 4,970,218千円 1,586,330千円 2,264,417千円 8,820,965千円 7,074千円

職員数は、一般会計における一般行政職員・技能労務職員などの総数です。
職員手当は、扶養手当・通勤手当・住居手当などの各種手当（期末手当・
勤勉手当・退職手当を除く）をいいます。

③平均給料月額、平均給与月額、平均年齢
（令和7年4月1日現在）

区分
一般行政職員 技能労務職員

平均給料月額 平均給与月額 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 平均年齢
成田市 324,802円 451,732円 40.2歳 285,560円 383,262円 55.7歳
千葉県 315,893円 424,453円 39.8歳 299,845円 361,290円 50.8歳

給与月額とは、月々支給される給料と職員手当（期末手当・勤勉手当・退
職手当を除く全ての手当）の合計額をいいます。

⑤学歴別、経験年数別平均給料月額 （令和7年4月1日現在）

区分 経験年数10年 経験年数15年 経験年数20年

一般行政職員
大学卒 276,743円 321,835円 360,650円
高校卒 248,600円 298,800円 344,700円

技能労務職員 高校卒 244,650円 265,850円 299,600円

経験年数とは、学校卒業後すぐに市に採用され、引き続き勤務している
場合には採用後の年数をいい、採用前に職歴などがある場合にはその期
間を換算し、採用後の年数に加算した年数をいいます。

⑥ラスパイレス指数 （令和6年4月1日現在）

成田市 千葉県内市平均 全国市平均
100.6 100.1 98.6

ラスパイレス指数とは、国家公務員(一般行政職)の給料水準を100とした
場合の各地方公共団体の給料水準を示すものです。

⑦諸手当 （令和7年4月1日現在）

　職員に支給される代表的な職員手当の内容は次の通りです。期末手当・
勤勉手当は民間のボーナスに相当する手当であり、地域手当は地域の民間
賃金水準を適切に反映できるようにするために支給する手当です。

区分 成田市 国

住居手当 ◯借家の場合（家賃16,000円を超える場合に限る）
　家賃の額に応じて28,000円を限度に支給

通勤手当

◯電車・バスを利用する場合
　定期代など全額支給
◯乗用車などを使用する場合
　�交通用具・使用距離に応じて

支給
　①自転車
　　2,000〜5,000円
　　（10㎞以上一律）
　②原動機付自転車など
　　2,000〜20,900円
　　（40㎞以上一律）
　③普通自動車など
　　5,500〜64,300円
　　（100㎞以上一律）

◯電車・バスを利用する場合
　�定期代などに応じて1カ月当

たり150,000円を限度に支給
◯乗用車などを使用する場合
　�使用距離に応じて2,000〜31, 

600円を支給

地域手当

支給対象地域 成田市全域
支給率 13％（国の制度14％）
支給対象職員数 1,279人
支給職員1人当たり平均支給年額（令和6年度決算）497,617円

④初任給 （令和7年4月1日現在）

区分 成田市 千葉県

一般行政職員
上級（大学卒） 225,600円 225,600円
初級（高校卒） 194,500円 194,500円

退職手当の1人当たりの平均支給額は、令和6年度に退職した全職
種の職員に支給された平均額です。

扶養手当

◯配偶者　　　　　　　　　　　　   3,000円
　�（行政職給料表9級及び医療職給料表4級の職員を

除く）
◯父母など　　　　　　　　　　　   6,500円
　�（行政職給料表9級、医療職給料表4級の職員につ

いては3,500円）
◯子　　　　　　　　　　　　　　 11,500円
　（16〜22歳の子は1人5,000円加算）

期末手当
勤勉手当

（支給割合）
期末手当 勤勉手当

6月期 1.25月分 1.05月分
12月期 1.25月分 1.05月分
 合　計 2.50月分 2.10月分

退職手当

（支給割合）
自己都合 勧奨・定年

勤続20年 19.6695月分 24.586875月分
勤続25年 28.0395月分 33.27075 月分
勤続35年 39.7575月分 47.709 月分

最高限度額 47.709 月分 47.709 月分
◦そのほかの加算措置
　・定年前早期退職特例措置
　　…成田市2〜20％、国2〜45％
◦1人当たりの平均支給額　7,863千円

　扶養手当額、期末手当・勤勉手当の支給割合、退職手当の支給
率は国と同じです。

時間外勤務手
当（決算）

令和6年度
支給実績 550,033千円
職員1人当たり
平均支給年額

393千円
（451千円）

令和5年度
支給実績 515,309千円
職員1人当たり
平均支給年額

370千円
（423千円）

（　）内の数は、支給対象職員1人当たりの平均支給年額です。

特
殊
勤
務
手
当（
令
和
6
年
度
決
算
）

職員全体に占める手当支
給職員の割合 25.6%
支給職員1人当たり平均
支給年額 22,192円
手当の種類 16種類

代表的な
手当の名
称

支給額の多い
手当

救急等出動手当、機関員業務手当、
保健福祉業務手当、高所等作業手
当、救急救命業務手当

多くの職員に支
給されている手
当

救急等出動手当、機関員業務手当、
保健福祉業務手当、消火等作業手
当、税徴収等手当

日頃から訓練を実施
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①人件費（令和6年度普通会計決算）
住民基本台帳人口
（令和7年3月31日現在） 歳出額A 人件費B 人件費率

（B/A）
令和5年度
人件費率

133,198人 70,197,221千円 13,678,758千円 19.49％ 19.79％

人件費とは、議員・各種委員・職員などに対し、勤労の対価・報酬として
支払われる一切の経費をいいます。
人件費Bは会計年度任用短時間勤務職員の報酬・期末手当・勤勉手当を含
んで算出しています。

職種名 職員数（人）

一般行政職 20
技術職 2
専門職 12
消防職 4
合計 38

①令和7年度採用者数

人事交流などにより採用した職員を除きます。

職種名
退職事由別職員数（人）

定年 勧奨など 計
一般行政職 2 19 21

技術職 0 2 2
専門職 3 13 16
消防職 2 2 4
合計 7 36 43

②令和6年度中の退職者数

人事交流などにより退職した職員を除きます。

（令和7年4月1日現在）③一般行政職員の級別職員数
区分 9級 8級 7級 6級 5級 4級 3級 2級

計基準となる
職務内容 部長 課長 課長補佐 係長 主査 副主査 主任主事 主事

職員数（人） 17 57 61 93 209 128 109 65 739
構成比（％） 2.3 7.7 8.3 12.6 28.3 17.3 14.7 8.8 100

職員数は給与条例に基づく給料表の級区分によるものであり、基準となる職務内容はそれぞれの級に該当する代表的な職名です。

（各年度4月1日現在）

派遣先団体 令和6年度 令和7年度
福島県双葉郡浪江町 １人 １人
印旛郡市広域市町村圏事務組合 １人 １人
千葉県消防学校 ０人 １人
公益法人など ５人 ５人

⑤派遣職員

区分 職員数（人） 対前年
増減数 主な増減理由

部門 令和6年度 令和7年度

一般行政
（内福祉部門）

844
（394）

841
（392）

▲3
（▲2） ◦職員退職不補充

教育 151 150 ▲1 ◦市長部局への異動に
伴う減員

消防 251 251 　0 －

公営企業等 90 90 　0 －

合計 1,336 1,332 ▲4 －

④部門別職員数の状況と主な増減理由
（各年度4月1日現在）

　地方公務員法では、能力評価と業績評価からなる人事評価制度を導入し、
任用や給与などの人事管理の基礎とすることが規定されています。
　本市では、能力評価と業績評価を柱とした人事評価制度を導入・運用し
ています。令和6年度の人事評価の実施状況は次の通りです。

対象者 全職員
対象者数 1,275人

任免と職員数1

給与3

人事評価2

人事行政の運営状況を公表
地方公務員法第58条の2および成田市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例第6条の規定に基づき、
市の人事行政の運営の状況などについて公表します。

令和7年度の
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